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(57)【要約】
　本発明は、炭酸カルシウムを沈殿させる方法に関し、
該方法において、水酸化カルシウムがセルロース含有繊
維を含む繊維の懸濁液に導入され、予め定める時間の間
、水酸化カルシウムが繊維の表面上に付着させられ、炭
酸カルシウムを沈殿させるために、水酸化カルシウムお
よび繊維の水性懸濁液を二酸化炭素と接触させる。本発
明は、セルロース含有繊維に関して炭酸カルシウムを沈
殿させるための対応するシステムにも関する。加えて、
本発明は、前記方法によって製造されるパルプ材料を含
み、炭酸カルシウムを含む繊維製品にも関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水酸化カルシウムを、セルロース含有繊維を含む繊維の懸濁液に導入することと、
　水酸化カルシウムおよび繊維の水性懸濁液を二酸化炭素と接触させる前に、少なくとも
１分間、好ましくは少なくとも１．５分間、水酸化カルシウムを繊維の表面上に付着させ
ることと、
　炭酸カルシウムを沈殿させるために、水酸化カルシウムおよび繊維の水性懸濁液を二酸
化炭素と接触させることと、
を含む、炭酸カルシウムを沈殿させる方法。
【請求項２】
　炭酸カルシウムの沈殿が、二酸化炭素が数秒でほぼ完全に流れに混合されるように、二
酸化炭素を水酸化カルシウムおよび繊維を含有する、流れている水性懸濁液に注入するこ
とによって実施されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　繊維が、硬材パルプを含むことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　繊維が、軟材パルプを含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項５】
　沈降炭酸カルシウムの粒径の中央値が、２．０μｍ未満であることを特徴とする請求項
１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　沈降炭酸カルシウムの粒径の中央値が、１．７μｍ未満であることを特徴とする請求項
１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　水酸化カルシウムの水性懸濁液が、水酸化カルシウムとして使用されることを特徴とす
る請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　セルロース含有繊維に関する炭酸カルシウムを沈殿させるシステムであって、
　水酸化カルシウムをセルロース含有繊維に導入する第１の添加要素と、
　水酸化カルシウムおよび繊維の水性懸濁液を二酸化炭素と接触させる前に、水酸化カル
シウム導入後、少なくとも１分間、好ましくは少なくとも１．５分間の遅延時間を設ける
手段と、
　炭酸カルシウムを沈殿させるために、前記予め定める遅延時間の後、二酸化炭素を繊維
－水酸化カルシウム混合物に導入する第２の添加要素と、
を含む、システム。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の方法によって製造されるパルプ材料を含み、炭酸
カルシウムを含む繊維製品。
【請求項１０】
　製品が、紙、板紙または繊維複合構造物であることを特徴とする請求項９に記載の繊維
製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭酸カルシウムを沈殿させる方法およびシステムに関する。加えて、本発明
は、炭酸カルシウムを含む製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＣＣは、沈降炭酸カルシウムである。工業界においては、通例、水酸化カルシウムＣ
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ａ（ＯＨ）２を沈殿薬剤と反応させることによって生成され、たとえば、結果として生じ
る生成物が沈降炭酸カルシウム（ＰＣＣ）である場合、沈殿薬剤は二酸化炭素ＣＯ２であ
る。前記反応において使用される水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２は、たとえば、水と、
生石灰ＣａＯとを消和することによって、生成されてもよく、該反応は水酸化カルシウム
を生成する。
【０００３】
　通例、炭酸カルシウムＣａＣＯ３は、工業界においては、二酸化炭素を含むガスを水中
で水酸化カルシウムの懸濁液に導入することによって沈殿され、乳状石灰としても知られ
ている。そのような方法において沈殿させた炭酸カルシウムは、たとえば、紙填料または
被覆顔料として使用される。製造条件を変更することによって、沈殿させた炭酸カルシウ
ムの結晶および粒形状と、その特性とに影響を与えることができる。
【０００４】
　紙中の沈降炭酸カルシウムの使用は、紙の光学特性および印刷特性を向上し、加えて、
製造された紙１トン当たりの製造コストを、通例、低減する。米国特許第５６７９２２０
号、米国特許第５７３１０８０号および欧州特許１２９７２２０号は、紙の繊維原料に炭
酸カルシウムを沈殿させる先行技術の方法を開示している。
【０００５】
　紙または板紙の炭酸カルシウム含量を増やすことは、通例、経費削減となり、これは主
として、より高価な繊維材料の量の減少割合に起因する。したがって、一般的に、紙中に
できるだけ多くの填料を導入することが、製紙における目的である。しかし、先行技術に
従って填料含量を増やすことは、通例、紙の強度特性の悪化を引き起こす。特に、紙の湿
潤強さを減少することは、抄紙機において重要な問題を引き起こし得る。したがって、工
業界においては、先行技術の解決策と同様に湿潤強さを有意に減少させないで、製造され
る製品の填料含量の増加を容易にする解決手段の必要性がある。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の目的は、填料含量を増やすために上述された問題に対する解決手段を提供する
ことである。この目的のため、炭酸カルシウムを沈殿させる新規な方法および新規なシス
テムが提供される。加えて、炭酸カルシウムを含む、紙、繊維複合構造物、および板紙が
提供される。
【０００７】
　本発明は、炭酸カルシウムが繊維材料と水酸化カルシウムとの混合物から沈殿されて、
少なくとも一部の炭酸カルシウムが繊維の表面上に直接沈殿するという、新規な方法に基
づく。本発明に従う方法の目的は、従来の方法によって製造された紙と比較して、繊維製
品における填料含量を増加することが可能となるように、繊維製品の製造を容易にするこ
とである。有利な実施形態に従えば、製造される製品の湿潤強さは、先行技術に従って紙
または板紙を製造するときと同じくらい多く、本発明に従う方法によって紙または板紙を
製造するときに填料を添加しても減少しない。別の有利な実施形態に従えば、製造された
製品の不透明度は、先行技術に従う製品と比較して向上している。したがって、たとえば
、樺のパルプ材で製造された製品の不透明度は、従来の方法によってユーカリまたはアカ
シアから製造された製品の不透明度とほとんど同じくらい良好であってもよい。
【０００８】
　本発明に従う方法は、請求項１に示される。本発明に従うシステムは、請求項９に示さ
れる。本発明に従う製品は、請求項１１に示される。
【０００９】
　本発明に従う炭酸カルシウムを沈殿させる方法は、
　水酸化カルシウム、たとえば、水酸化カルシウムの水性懸濁液が、繊維を含むセルロー
ス含有繊維の懸濁液に導入されるステップと、
　水酸化カルシウムが、予め定める時間の間、繊維の表面に付着させられるステップと、
　炭酸カルシウムを沈殿させるために、水酸化カルシウムの水性懸濁液および繊維を二酸
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化炭素と接触させるステップと、
を少なくとも含むことを主に特徴とする。
【００１０】
　本発明に従う炭酸カルシウムを沈殿させるシステムは、
　繊維に水酸化カルシウムを導入する第１の添加要素と、
　水酸化カルシウムを導入した後、予め定める遅延時間を設ける手段、
　炭酸カルシウムを沈殿させるために、予め定める遅延時間後、繊維と水酸化カルシウム
との混合物に二酸化炭素を導入する第２の添加要素と、
を含むことを主に特徴とする。
【００１１】
　本発明に従う製品は、炭酸カルシウムを含み、本発明に従う方法によって製造される繊
維製品であることを主に特徴とする。有利な点としては、本発明に従う製品は、紙、繊維
複合構造物または板紙であり、本発明に従ういくつかの方法によって製造される。有利な
例に従えば、本発明に従う製品の填料含量は少なくとも１５％である。
【００１２】
　本発明に従う方法において、水酸化カルシウムは、水酸化カルシウムが二酸化炭素によ
って炭酸カルシウムに沈殿される前に、十分に長い間、繊維表面に付着させられる。した
がって、二酸化炭素は、通例、水酸化カルシウムの導入からある遅延時間の後にだけ、主
流に導入される。有利な実施形態に従えば、水酸化カルシウムは、繊維パルプが精製供給
タンクから精製装置を経て実際のパルプ供給タンクに移動するのにかかる時間の間、繊維
の表面上に付着させられる。
【００１３】
　本発明に従う方法およびシステムの１つの利点は、前記方法の単純さにある。既存の処
理装置で主として、前記方法および前記装置を実施することが可能であり、相対的に小さ
な追加投資のみが必要とされる。
【００１４】
　本発明に従う方法によって、炭酸カルシウムは、バッチ処理または連続処理で沈殿され
てもよい。好ましくは、本発明に従う沈殿は、連続処理において実行される。
【００１５】
　以下において、本発明は、添付の図面を参照してより詳細に説明されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】先行技術に従う炭酸カルシウムを沈殿させる方法を示す概略図である。
【図２】本発明に従う炭酸カルシウムを沈殿させる連続法を示す概略図である。
【図３ａ】先行技術に従う方法によって繊維間に沈殿された炭酸カルシウムを示す。
【図３ｂ】本発明に従う方法によって樺のパルプ材間に沈殿された炭酸カルシウムを示す
。
【図３ｃ】本発明に従う方法によって松のパルプ材間に沈殿された炭酸カルシウムを示す
。
【図４ａ】試験運転結果を示す。
【図４ｂ】試験運転結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に従う製品は、好ましくは、たとえば、紙、板紙または繊維混合構造物などの繊
維製品である。有利な実施形態に従えば、本発明に従う方法によって製造された製品は、
上質紙であり、好ましくは樺のパルプ材を含む。
【００１８】
　使用される反応性鉱物は、水酸化カルシウム、有利には、水酸化カルシウムの水性懸濁
液である。水酸化カルシウムの水性懸濁液は、乳状石灰とも呼ばれる。使用される沈殿薬
剤は、望ましくは、たとえば、二酸化炭素を含むガスのような、二酸化炭素である。
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【００１９】
　繊維製品を作成するための、ＰＣＣとして少なくとも部分的な繊維表面上への本発明に
従う水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２の沈殿は、バッチ処理または連続処理で実施されて
もよい。バッチ処理では、水酸化カルシウム水性懸濁液が繊維状パルプ懸濁液にまず導入
される。水酸化カルシウムは、予め定める遅延時間の間、繊維表面上に付着させられる。
この予め定める時間の後、二酸化炭素ＣＯ２が、繊維および水酸化カルシウムの水性懸濁
液に導かれる。このように、水酸化カルシウムは炭酸カルシウムに沈殿し、炭酸カルシウ
ムは繊維表面上に付着する。二酸化炭素は、実質的にすべての乳状石灰が沈殿する間、有
利に反応器に導かれる。
【００２０】
　本発明の有利な実施形態に従えば、バッチ処理の代わりに、連続沈殿が本方法で使用さ
れる（連続沈殿された炭酸カルシウム、ＣＰＣＣ）。連続沈殿において、たとえばいわゆ
る管型反応器において、炭酸カルシウムは、本発明に従う方法を使用することによって沈
殿されて、少なくとも部分的に繊維表面に付着してもよい。本方法において、水酸化カル
シウム、たとえば、水性懸濁液は、繊維状パルプ懸濁液にまず導入される。その後、水酸
化カルシウムは、予め定める遅延時間の間、繊維表面に付着させられる。予め定める時間
の後、二酸化炭素は、少なくとも乳状石灰および繊維を含むこの混合物、有利には前記混
合物の流れに導入される。二酸化炭素は、有利には、注入（injecting）によって導入さ
れる。注入によって二酸化炭素を導入するとき、注入によって強い混合がもたらされるこ
とが重要であり、数秒で、二酸化炭素および繊維－乳状石灰混合物のほぼ完全な混合を可
能にし、その結果として、炭酸カルシウムは、素早く、有利には５秒未満で、繊維表面に
沈殿することができる。
【００２１】
　本発明に従う沈殿反応を考慮して、セルロース含有繊維と水と水酸化カルシウムとを少
なくとも含む混合物の別個の要素が、水酸化カルシウムの少なくとも一部が繊維表面に付
着するのに十分に長く互いに接触する時間があることが重要である。この遅延時間の間、
水酸化カルシウムは繊維表面でカルボキシル基と化学反応し、したがって、繊維と沈殿し
た水酸化カルシウムとの間に強い付着を形成する。このようにして継続することによって
、水酸化カルシウムが二酸化炭素と反応するとき、水酸化カルシウムは、特に、繊維表面
に炭酸カルシウムを沈殿させる。約１１～１２というありふれたｐＨの水酸化カルシウム
が反応に適しており、したがって、混合物に特別なｐＨの調整薬品を添加することを通例
必要としない。
【００２２】
　有利な実施形態に従えば、繊維および水酸化カルシウムは、二酸化炭素が反応器に導か
れる前に、少なくとも１分間、同じ空間に存在すべきである。有利な実施形態に従えば、
繊維および水酸化カルシウムは、二酸化炭素の導入前に、少なくとも１００秒間または少
なくとも１．５分間、好ましくは５分間に、同じ空間に存在すべきである。有利な実施形
態に従えば、上述の遅延時間は、約１５分である。
【００２３】
　十分長い間乳状石灰に本発明に従う繊維懸濁液を溶解させ、その後、乳状石灰を二酸化
炭素によって、繊維上に炭酸カルシウムを沈殿させることによって、とりわけ小さな炭酸
カルシウム結晶にすることが可能である。このように製造された結晶の平均寸法は約１．
５μｍである。一方、対応する状況において先行技術の方法によって製造された結晶の平
均寸法は約２．２μｍである。本発明に従う方法によって製造された炭酸カルシウム結晶
の寸法分布の傾きが小さいことも重要である。本発明に従う方法によって製造された製品
のｄ３０／ｄ７０値は、２８まで下げることができる。一方、先行技術の方法に従い製造
された製品のｄ３０／ｄ７０値は４７である。換言すれば、製造された結晶の一部は、通
常寸法のＰＣＣであってもよいが、それに応じて、前記結晶は、約１μｍの寸法の、非常
に小さい結晶を含んでもよい。
【００２４】
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　本発明に従う方法によって、繊維は、繊維表面に束縛される、形成された小さな炭酸カ
ルシウム結晶の影響によって、ＰＣＣによって、少なくとも部分的に、好ましくはほとん
ど覆われる。換言すれば、本発明に従う方法によって沈殿された炭酸カルシウム層は、言
わば、繊維を被覆する。
【００２５】
　本発明は、水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２が付着によって繊維表面と反応することを
特徴とする。二酸化炭素ＣＯ２が混合物に導入されるとき、水酸化カルシウムが繊維表面
に付着するにつれて、形成される結晶寸法は増大することができないので、とりわけ小さ
な結晶が形成される。
【００２６】
　例示の実施形態に従えば、本発明に従う方法は、炭酸カルシウム立方結晶だけでなく炭
酸カルシウム柱状結晶も形成するために使用される。水酸化カルシウムはその付着点に実
質的に沈殿することによって繊維表面上に付着するので、柱状結晶が形成されてもよい。
従来の方法によって沈殿される炭酸カルシウムは、実質的に立方結晶のみを含む。なぜな
ら、水酸化カルシウムおよび二酸化炭素は過剰に利用可能であり、二酸化炭素は繊維表面
上に付着しないからである。
【００２７】
　驚くべきことに、本発明に従う方法によって製造された繊維および炭酸カルシウムの混
合物は、通例、従来の方法で製造される繊維および炭酸カルシウムの混合物と比較して、
特定のＰＣＣ填料量のより良い湿潤強さの値を有することに注目されたい。紙の製造、と
りわけ、上質紙の製造において、実質的な湿潤引張強さは、従来の製造方法と比べ、本発
明に従う紙または板紙を製造するとき、実質的に増大する。湿潤引張強さの向上によって
、パルプ懸濁液に以前よりも実質的に大量の填料を導入することが可能であり、通例、紙
および板紙の製造コストを下げる効果がある。向上された湿潤強さは、たとえば、上質紙
の製造において主となるパルプ原料として、樺材、または比較的小さい湿潤強さを含む他
の繊維材料を使用するとき、特に有益である。
【００２８】
　本発明に従う製品の特性は、上述されたように変更してもよい。なぜなら、本発明に従
う方法によって製造された製品において、ＰＣＣの粒径は、先行技術に従う方法によって
製造された製品におけるものよりも平均して小さいからである。この結果として、製造さ
れている製品の湿潤強さは、通例、たとえば、繊維間の摩擦が増加するときに向上する。
光の散乱および不透明度も向上する。なぜなら、より多くの光散乱面が存在するからであ
る。しかしながら、製造された製品の乾燥強さは、通例、弱まる。なぜなら、繊維は、繊
維の表面がＰＣＣによって覆われているので、先行技術に従う製造方法と同様に水素結合
を形成することができないからである。しかしながら、前記乾燥強さの低下は、通例、製
造時に問題となる。
【００２９】
　図４ａおよび図４ｂは、試験運転結果のいくつかの例を示す。図は、製造されている製
品の固有の特性における本発明の実施形態に従う処理の効果を示す。両パルプ材、すなわ
ち、対照パルプ材“ＲＥＦ”および試験点“ＴＰ１１”は、実質的に同じ樺パルプ材であ
る。対照点ＲＥＦにおいて、沈降炭酸カルシウム（ＰＣＣ）は、石灰乳処理の遅滞なしに
、先行技術に従う繊維の存在において形成される。試験点ＴＰ１１において、沈降炭酸カ
ルシウム（ＰＣＣ）は、同様に、本発明に従う方法によって形成され、ここで、水酸化カ
ルシウムがまず繊維間に導入され、本発明に従う遅延時間は、水酸化カルシウム導入と二
酸化炭素導入との間で使用される。
【００３０】
　図４ａに示されるように、本発明に従う方法によって製造された製品の湿潤引張強さは
、先行技術に従う方法によって製造される対照点の湿潤引張強さと同様に、すでに、約１
０％少ない乾物含量とほとんど同じレベルになっている。実質的に同じ乾物含量において
、本発明に従う方法によって製造された製品の湿潤引張強さは、先行技術の方法によって
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製造された製品の湿潤引張強さよりも約１００％高くなる。
【００３１】
　図４ｂは、同様に、先行技術の方法によって製造される対照点製品ＲＥＦの特性と比較
して、試験点ＴＰ１１の特性の試験運転結果を表形式で示している。図４ｂから分かるよ
うに、本発明に従う方法によって製造される製品ＴＰ１１は、対照製品ＲＥＦと比較して
、図４ａに示される湿潤引張強さに加えて、向上した光散乱係数および不透明度を有する
。しかしながら、試験点ＴＰ１１において、乾燥強さは、予想されるように、対照点と比
較して弱くなった。
【００３２】
　製造された製品の湿潤引張強さに有利な影響を与える本発明に従う方法に加えて、本発
明に従う方法による最終製品のダスティングを減少することが可能である。これは、主に
繊維に付着している本発明に従う方法によって製造されるＰＣＣによる。減少されたダス
ティングは、一方で、最終製品への増加された填料含量を導入することを容易にする。な
ぜなら、通常、ある量以上の填料含量の増加は、紙または板紙などの最終製品においてダ
スティングの問題を生じるからである。
【００３３】
　試験運転は、本発明に従う方法によって製造された製品の光散乱特性における向上をも
示している。このことは、特に、樺のパルプ材の使いやすさの観点から重要である。なぜ
なら、樺の光散乱特性は、通例、たとえばアカシアおよびユーカリのような、他の硬材の
光散乱特性よりも低いからである。
【００３４】
　本発明に従う方法によって製品に炭酸カルシウムを沈殿させるとき、沈殿中に形成され
た結晶は、通例、実質的に繊維表面全面に中分配される。これは、多すぎる、不都合な結
晶の形成を防ぎ、繊維表面上に形成された結晶を良好に付着させる。
【００３５】
　本発明に従う方法は、たとえば、既存の、比較的コスト効率の良い製紙工場および板紙
工場に関して、実施されてもよい。一例に従えば、本発明に従う方法における新規の構造
部分は、二酸化炭素のための供給溶液（たとえば、いわゆるＴｒｕｍｐＪｅｔ（登録商標
））だけでなく、たとえば、乳状石灰および繊維の懸濁液の比較的長い混合時間のための
タンクを含む。別の有利な例に従えば、新規のタンクへの出資が全く無いパルプ処理に関
しても、二酸化炭素だけでなく、水酸化カルシウムおよび繊維の導入間の十分な遅延をも
たらすことが可能である。一例に従えば、水酸化カルシウムは、精製装置の前に、たとえ
ば、精製装置の前のタンクにおいて、繊維に混合されてもよく、その場合、二酸化炭素は
、精製装置の後、たとえば、精製装置の後のタンクに導入されてもよい。換言すれば、た
とえば精製ラインにおける遅延は、二酸化炭素の影響によって生じる沈殿前に、繊維表面
上に水酸化カルシウムを付着させるのに十分である。加えて、本例に従う溶液における精
製段階は、水酸化カルシウムと繊維との間の化学反応を促進する。
【００３６】
　本発明に従う方法で使用される繊維混合物は、通常のパルプ懸濁液でもよく、ここで、
繊維部分は、主に、硬材から形成される。このように、有利な例に従えば、繊維の懸濁液
の繊維部分は、主に樺を含む。パルプ懸濁液の繊維部分は、硬材に代えて、または、硬材
に加えて、軟材をも含んでよい。そのような場合、繊維部分は、完全に均一な軟材であっ
てもよい。有利な例に従えば、硬材の部分は、繊維の４０ｗｔ％以下、好ましくは、３０
ｗｔ％以下である。なぜなら、このように、本発明からの利点、特に、向上された湿潤強
さの利点は、通例、強調されるからである。木の種類に関係なく、使用されている繊維の
懸濁液の精製度は、わずかに精製された繊維懸濁液から、非常に精製された繊維の懸濁液
まで、様々でよい。
【００３７】
　以下の実施例は、本発明に従う方法が使用された場合の試験運転とともに、本発明に従
う方法によって製造された製品、この場合紙シートからの試験結果を示す。
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【００３８】
　実施例１
　試験運転は、連続管型反応器において実行された。図２は使用されている方法を概略図
で示す。パルプは、通常、精製された樺パルプであるが、タンク内で、約１００分間、水
酸化カルシウムの水性懸濁液中に留めた。二酸化炭素は、この後、ＴｒｕｍｐＪｅｔ（登
録商標）装置を用いて、混合物に導入された。この工程の温度は約５０℃であり、反応器
内の圧力は約４．１ｂａｒであった。管型反応器における主処理流の流量は約２Ｌ／ｓで
あった。図１～図２において、“ＩＮＪ”は成分の導入を表し、これは試験運転において
注入によって行われた。
【００３９】
　パルプ懸濁液および本発明に従う方法によって製造された製品に加えて、対照試料が製
造され、これらは同じパラメータの別の方法で製造されたが、前記方法において、二酸化
炭素は、まず水流に注入され、その後、乳状石灰に注入された。図１は、対照試料に使用
された方法を概略図で示す。
【００４０】
　本発明に従う試験点において形成されたＰＣＣの粒径は対照試料と比較して非常に小さ
く、粒子は実質的に完全に繊維表面を覆った。本発明に従う方法によって製造されたＰＣ
Ｃに対して、粒径の中央値は約１．５μｍに過ぎなかったが、対照点においては、粒径の
中央値が約２．２μｍであった。
【００４１】
　紙シートは、製造されたパルプから作られた。本発明に従う方法によって製造された紙
シートの特性は、先行技術に従う繊維に関して沈殿されたＰＰＣから成る繊維の懸濁液か
ら製造された紙シートの特性とは、本発明に従う方法によって実施された繊維の懸濁液か
ら製造された紙が、少なくとも１つの対照ラインにおいて実質的に良好な湿潤引張強さ（
乾物含量５０％において３１７Ｎ／ｍ対１４３Ｎ／ｍ）を有するという点で異なっていた
。本発明に従う方法によって実施された繊維の懸濁液から製造された紙は、明らかに良好
な光散乱係数（７５ｍ２／ｋｇ対６１ｍ２／ｋｇ）とともに、良好な不透明度（９１．２
％ 対８８．９％）をも有していた。両方の製造方法を使用したとき、脱水特性は実質的
に同じであった。認められた特性の差は、主に、繊維と水酸化カルシウムとの間の化学反
応によるものであった。
【００４２】
　実施例２
　試験運転は全部で１０の試験点で実施され、そのうち４つの試験点１～４は対照点であ
り、繊維は乳状石灰と遅延を有さない、または遅延は短かった。加えて、本発明に従う方
法に従う６つの実際の試験運転試験点、すなわち、試験点５～１０があり、図２に従う方
法が使用された。
【００４３】
　試験環境
　対照点：
　対照点全てにおいて使用された繊維は、樺のセルロース繊維であった。二酸化炭素およ
び乳状石灰は、以下の方法で、以下に記載された試験点１～４（対照点）に投与された。
　１．二酸化炭素は、乳状石灰より前に４ｓ投与された。
　２．乳状石灰は、二酸化炭素より前に４ｓ投与された。
　３．二酸化炭素および乳状石灰は、実質的に同時に投与された。
　４．乳状石灰は、二酸化炭素より前に２２ｓ投与された。
【００４４】
　試験点：
　実際の試験点５～１０の３つにおいて、樺のセルロース繊維（試験点５～７）が使用さ
れ、３つにおいて、松のセルロース繊維（試験点８～１０）が使用された。乳状石灰が前
記繊維に投与された後、二酸化炭素は、以下で詳述される方法で、試験点へ１５～１２５
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分の遅延投与で導入された。ここで、試験点５～７は樺のパルプを含み、試験点８～１０
は松のパルプを含む。
　５．乳状石灰は、二酸化炭素を導入する前に樺の繊維に１５分導入された。
　６．乳状石灰は、二酸化炭素を導入する前に樺の繊維に４５分導入された。
　７．乳状石灰は、二酸化炭素を導入する前に樺の繊維に１０５分導入された。
　８．乳状石灰は、二酸化炭素を導入する前に松の繊維に１５分導入された。
　９．乳状石灰は、二酸化炭素を導入する前に松の繊維に４５分導入された。
　１０．乳状石灰は、二酸化炭素導入する前に松の繊維に１２５分導入された。
【００４５】
　対照点１～４全てと試験点５～７とにおいて使用された繊維材料は、濃度１．１３％の
樺のパルプであった。試験点８～１０において繊維材料として使用される松のパルプは、
濃度０．９％であった。試験点全てにおける温度は約５０℃であり、圧力は約３．８ｂａ
ｒであった。試験点全部における主処理流の流量は、約２Ｌ／ｓであった。
【００４６】
　結果
　パルプおよびパルプから製造された製品の特性は、対照点１～４全てにおいて実質的に
同じであった。換言すれば、二酸化炭素を乳化石灰に、実質的に同時にまたは二酸化炭素
より前の約３０秒導入するとき、パルプ特性はほとんど同じであった。しかしながら、パ
ルプおよび製品の特性は、実際の試験点５～１０に移動するとき、顕著に変化した。
【００４７】
　図３ａ～図３ｃは、第１の対照点１と第１の樺を含有する試験点５と第１の松を含有す
る試験点８における走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像における沈降炭酸カルシウムを示す。
図３ａは、対照点１から取り出された繊維－ＰＣＣ混合物を示す。図３ｂは、試験点５か
ら取り出された繊維－ＰＣＣ混合物を示す。図３ｃは、試験点８から取り出された繊維－
ＰＣＣ混合物を示す。図に基づいて、対照点の粒径が試験点における粒径よりも有意に大
きいことに、注目することができる。同様に、粒径の偏差は、対照点においてよりも試験
点において、有意に大きかった。
【００４８】
　試験シートは、試験点１～１０全てから約８０ｇ／ｍ２の坪量で製造された。各々の試
験点に従う方法によって製造されたＣＰＣＣだけが、試験点シートにおける填料として使
用された。パルプの割当量は、樺／松が５０％／５０％となるように常に調節された。す
なわち、ＰＣＣ沈殿無しの松または樺が、シートのパルプ組成が常に一定になるよう、混
合物に最後に導入された。換言すれば、この差異は、主として前記ＰＣＣが樺のパルプま
たは松のパルプに導入されたか否かであった。
【００４９】
　製造される前記製品の光の散乱特性および不透明度特性は、対照点１～４においてより
も、試験点５～１０において有意に優れていた。
【００５０】
　湿潤強さの値は、樺のパルプの試験点５～７全てと松のパルプの試験点８～９において
、実質的に向上した。しかしながら、松のパルプに対する１２５分の試験点１０において
、湿潤強さの値におけるこの向上は、もはや検出可能なものではなかった。
【００５１】
　特に繊維材料として樺のパルプを使用するとき、石灰乳と繊維との混合間の遅延時間と
二酸化炭素の導入とが増大するにつれて、灰分保持率が向上した。これによって、填料添
加無しの樺の試験点の灰分は２１％、松の試験点の灰分は１８％である一方、対照点の灰
分は１７％であった。
【００５２】
　本発明は、図および上述の説明において示された例にのみに限定されず、本発明は、本
発明の着想に従って適用されてもよいことに注目すべきである。したがって、本発明は、
特許請求の範囲に示されるものにおいて特徴づけられる。
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